
 

 

令和２年１０月１日 

報道関係者 各位 

情報政策部長 稲葉 清孝  

危機管理室長 二宮 賢司 

 

市公式ＬＩＮＥアカウントの防災機能追加について 

 

この度、市公式ＬＩＮＥアカウントに防災機能を追加しましたのでお知らせいたします。この機

能は、市民の日頃の防災意識を高めていただくための情報を提供すると共に、災害時には避難所の開

設状況の案内や避難届など避難に必要な情報提供や手続きを可能とするもので、２４時間いつでも

利用することができます。 

 

記 

1. 利用できる機能 

 避 難 情 報： 避難所の開設状況や混雑状況の確認、避難届の申請が行えます。 

 防災行政無線： 防災行政無線での周知内容を確認できます。 

 気 象 情 報： 注意報や警報、台風情報等を各種入手できます。 

 被 害 状 況： 道路や河川の状況・ライフラインの状況が把握できます。 

 市 の 支 援： 被災した際の、り災証明書の申請や助成制度の確認が行えます。 

 日 頃の備え： ハザードマップ等をもとに災害リスクを確認できます。 

  また、コロナ禍における避難行動を動画で紹介しています。 

 

2. 使用方法 

 市公式ＬＩＮＥアカウント内「防災情報」ボタンよりメニューを切り替えて利用する。 

※ 別アカウントを友だち登録し直す等の手続きは不要です。 

※ 利用イメージの詳細は別紙をご参照下さい。 

 

3. サービス開始日 

 令和２年１０月１日（木） 

以上 

 

（問い合わせ） 

ＬＩＮＥアカウントに関すること： 

情報政策部 Ｗｅｂ管理課 秀谷 康久 TEL 047-318-9096 

防災機能で提供する情報に関すること： 

危機管理室  危機管理課  仙波 俊郎  TEL 047-712-8563 



 
令和２年１０月１日 

報道機関各位 

 

情報政策部長 稲葉 清孝 

 

地域広帯域移動無線アクセスシステム（地域 BWA システム ※） 

の整備に関する協定締結式について 
 

 

地域 BWA システムという新たな情報通信基盤を整備するために必要な協力

事項を定め、公共の福祉の増進に寄与すること目的に、下記のとおり協定を締結

します。 

 

記 

 

１．日   時  令和２年１０月６日（火）１４：００～１４：３０ 

 

２．場   所  市川市役所 第１庁舎１階 ファンクションルーム 

           

３．締結事業者  東京アンテナ工事株式会社 

代表取締役社長 三矢 宏 

 

４．協定内容     （１）地域 BWA システムの整備に関すること 

         （２）地域 BWA システムを活用し公共の福祉の増進に 

            寄与することを目的とした事業に関すること 

         （３）市民等に対し、地域 BWA システムを活用した 

            インターネットサービスを提供すること  

 
※ 地域 BWA（Broadband Wireless Access）システム：2.5GHz 帯の周波数の

電波を使用し、地域の公共サービスの向上やデジタル・ディバイド（条件不利地

域）の解消等、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的とした電気通信業

務用の無線システム 

 

【問い合わせ】              

情報政策部               

デジタルトランスフォーメーション推進課 

課長 宮崎 美穂            

☎０４７－７１２－８５６９       



令和２年１０月８日 

 

報道関係者 各位 

街づくり部長 菊田 滋也 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法及び行政代執行法に基づき、

行政代執行を実施いたします。 
 

 

市川市では、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、同法」という。）

第 2条第 2項に規定する特定空家等の所有者に対して、同法第 14条第 3項の規

定に基づく措置を命じるとともに、行政代執行法第 3 条第 1 項の規定に基づく

戒告を行っておりましたが、期限までに命じた措置が履行されないため、同法第

14条第 9項の規定に基づく行政代執行を以下の通り実施いたします。 

 

 

記 

 

1．対象となる特定空家等 

  【住居表示】千葉県市川市東菅野 2丁目 14－7 

  【地  番】千葉県市川市東菅野 2丁目 1442－4 

 

2．措置の内容 

   建物の除却及び鉄柱の除却 

 

3. 代執行着手の宣言日時 

   令和２年１０月１４日（水）午前１０時 

 

4．その他 

    ・代執行着手の宣言後、必要な調査を行います。実際に解体作業に着手する

のは翌日以降となります。 

  ・今後、代執行着手までに所有者が改善措置を始めた場合は、代執行を延期

若しくは中止することがあります。 

  ・当日、取材にお越しいただく場合は前日までに下記までご連絡ください。 

以上 

 

（問い合わせ）街づくり部 建築指導課長 野田 晃正 TEL 047-712-6334 



令和 2年 10月 12日 

報道関係者 様 

市川市 観光部長  関 武彦 

市川市 行徳支所長 森田 敏裕 

 

「オンラインいちかわ市民まつり－Act in Ichikawa－」及び 

「行徳神社めぐり」の開催について 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となった「いちかわ市民まつり」「行徳

まつり」に代わり、「オンラインいちかわ市民まつり－Act in Ichikawa－」及び「行徳神社め

ぐり」を開催します。 

いずれも、数々のイベントが中止になる中で、少しでも明るい話題を提供できるよう、新し

い生活様式を踏まえた試みとして、各実行委員会で検討を重ねて企画したイベントです。 

 

記 

 

１．オンラインいちかわ市民まつり－Act in Ichikawa－ 

  期日：10月 17日（土）から特設 Webサイトを公開 

11月 3日（祝）午前 11時～午後 0時 30分 YouTubeやケーブルテレビで生放送 

内容：①いちかわで Actする……団体の活動を動画や画像で紹介 

     ②オンラインでステージ…日頃の練習や発表の様子を動画や画像で披露 

     ③ちかくでバザール………市民まつりにちなんだ特別メニューやセールなどを実施

する店舗を紹介 

  問い合わせ：観光部 観光事業推進課長 立花 学 ☎047-711-1142（直通） 

（いちかわ市民まつり実行委員会事務局） 

 

２．「行徳神社めぐり」 

全国的にも類を見ない神社仏閣のまちとして、また神興の伝統的技術、文化を現在にい

たるまで発信してきたまち行徳。Withコロナのこの時期、新しい生活様式を踏まえスマー

トフォンを利用した、スタンプラリー形式での「行徳神社めぐり」を行います。 

各神社内では、神輿や獅子頭を展示するほか、神社の由来など、地域の歴史にもふれて

地元の魅力を再発見していただけるイベントです。 

 

日時：11月 3日（祝）午前 10時～午後 4時 

場所：行徳地域の各神社内 

内容：神輿、獅子頭の展示・紹介、神社めぐりスタンプラリー、感染症鎮静祈願等 

問い合わせ：行徳支所 総務課長 崇本 浩 ☎047-359-1114（直通） 

（行徳まつり実行委員会事務局） 



令和 2年 10月 13日 
 

報道関係者 各位 
市川市 広報室長 麻生 文喜 

 
 

市川市政功労者への感謝状（一般表彰）贈呈式について 
 
 
市川市では、市政の発展、公益の増進等に功労のあった方、市民の模範となる善行のあった方、私

財を寄附いただいた方に感謝の意を表するために感謝状を贈呈しています。 
つきましては、下記の日程で贈呈式を行いますのでお知らせいたします。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からいわゆる「３密」を避けるため、本贈呈式は、規模を縮
小して、関係者のみで行います。取材等につきましては、個別にて対応させていただきます。何卒、ご理
解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
○日時 
令和２年１０月１４日（水） １０：００～１０：２０（第 1 部） 

    １０：３０～１０：５０（第 2 部） 

 
○会場 
市川市役所第 1 庁舎５階 第２委員会室・第３委員会室 

 
○感謝状贈呈対象者 
【功労】個人：14名 団体：3団体 【寄附】個人：3名、団体： 6団体 
 
 
 
 

以 上 
 
 
 
  

 （問い合わせ） 市川市 広報室秘書課 047－712－8568 
 



市政功労者への感謝状贈呈式 贈呈対象者一覧 

 

開催日時：令和２年１０月１４日（水） １０：００～１０：２０（第 1 部） 

     １０：３０～１０：５０（第 2 部） 

 

開催場所：市川市役所第一庁舎５階 第２委員会室（第 1 部）・第３委員会室（第 2 部） 

 

◎目的 

市政の発展、公益の増進等に功労のあったもの、市民の模範となる善行のあったもの等を表彰す

ることにより、これらのものの功績を讃えることを目的とする。 

 

【功労】個人：14 名 団体 3 団体 

                                     （敬称略・順不同） 

対象者 功 労 内 容 

古賀 加奈子 
市川市個人情報保護審議会委員として、多年にわたり、本市の個人情報保護行

政の推進に尽力された 

栗林 隆 
市川市入札監視委員会委員として、多年にわたり、本市の入札及び契約手続き

の透明性・公平性の確保に尽力された 

山﨑 英美 

自治会長として、多年にわたり、地域住民の福祉と市政の発展に尽力された【本

人及び家族（配偶者）】 

山﨑 洋子 

倉橋 武雄 

倉橋 富士江 

赤澤 英夫 

田中 一彦 

田中 淑江 

福田 成生 

福田 その 

ボランティアガイド市川案内人の会 
多年にわたり、市川市内の歴史・文化・自然などを市内外の多くの人に伝える

ことに尽力された 

有限会社 中台製作所 
国内外を問わず、数多くのイベントに参加し、行徳神輿独自の迫力ある担ぎ方

を披露するなど、地域の観光振興に尽力された 

今井 貞夫 
幼児教育へ深い理解を示され、多年にわたり、新潟県越後湯沢より自社のトラ

ックで雪を運搬し、幼児たちに提供を行った 

市川学園インターアクトサークル 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、布マスクが流通していない時期に

同サークルに所属している生徒により、布マスクを作成し、保育園等に配布を

行った 

稲垣 カツ 
市川市コミュニティバス南部ルート実行委員会の実行委員長を務められ、コミ

ュニティバスの運行や利用促進に尽力された 

村岡 秀明 
多年にわたり、市川市奨学生選考員会委員を務められ教育の機会均等を図るた

め、奨学生の選考に尽力された 

 

 



 

【寄附】個人：3 名 団体：6 団体 

                                      （敬称略・順不同） 

対象者 寄 附 内 容 

株式会社 カクタ 
本市のオリンピック・パラリンピック・スポーツ振興及び社会福祉事業に深い理解

を示され、多額の寄附をされた 

株式会社 市川ビル 企業ボランティア制度の取り組みにより、街頭防犯カメラを寄附された 

株式会社ワイズマート 
高齢者・障がい者及び児童等の社会福祉を推進するため、市川市福祉基金へ多額の

寄附をされた 

福井 茂子 
社会福祉事業に深い理解を示され、車椅子を購入しこれを寄贈するとともに社会福

祉事業資金に多額の寄附をされた 

市川市高齢者クラブ 
社会福祉事業に深く理解を示され、高齢障がい者指定寄附金（ふれあい基金）に多

額の寄附をされた 

おてだまクラブ 
行徳公民館まつりにおいてバザーを行い、その収益で車椅子を購入するとともに社

会福祉事業資金に多額の寄附をされた 

市川市斎場対策協議会 
社会福祉事業に深く理解を示され、売店の売り上げの一部を社会福祉事業資金に多

額の寄附をされた 

田口 道夫 博物館行政に深い理解を示され、シーラカンスの魚拓等の資料を寄贈された 

鈴木 和明 
教育行政に深い理解を示され、小・中・義務教育学校・特別支援学校・市立図書館

へ自信が執筆した書籍を寄贈された 

 



報道発表資料 

令和２年１０月１４日 

危機管理室危機管理課 

報 道 機 関 各 位 

 

災害対策及び健康増進における連携協力に関する協定締結について 

 

 協定市のいずれかの区域において、地震、風水害又は火災等による大規模災害が発生した場合に連携

協力することにより、被災地区住民の生命の安全と生活基盤の確保に寄与すること、また、健康増進に

係る先進的な事業や施策に関し連携協力することにより、協定市の市民の健康増進に寄与することを目

的に、下記のとおり協定を締結します。 

 

記 

 

１．協定締結日  令和２年１０月１４日（水） 

 

２．協 定 市  岐阜県多治見市 

 

３．協 定 内 容  ⑴ 災害発生時の連携協力 

          ・食糧、飲料水及び生活必需品等の救援物資の提供 

          ・救援活動及び災害復興のための職員派遣 

          ・被災住民の受入れ 

         ⑵ 健康増進に関する連携協力 

          ・協定市の市民の健康増進分野の対策に関すること 

          ・健康都市の実現及び発展に資する事業や施策に関すること 

 

４．そ の 他  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、協定締結式は実施せず、書面によ

る協定締結とします。 

 

【問い合わせ】        

市川市危機管理室危機管理課 

課長 仙波 俊郎      

☎０４７-７１２-８５６３ 



 

令和 2年 10月 16日 

 

報道関係者 各位 

市川市情報政策部長 稲葉 清孝 

 

 

「Ichikawa オンラインシンポジウム ～子どもたちの未来を託す デジタル時

代の学校教育とは～」の開催について 

 

コロナ禍を受け、教育におけるＩＣＴ活用の重要性が再認識される中、本市では、今

年度より順次児童生徒へ一人一台のタブレット端末を配布し、緊急時の学習環境を整備

するとともに、子どもたちの生きる力を有機的に育むなど、新時代の新たな教育の実現

を目指しています。そこで、「デジタル時代の学校教育」をテーマに、市民の皆さまと

ともに考えるイベントを開催することといたしました。 

当日は、“オンラインシンポジウム”として、特設Ｗｅｂサイトよりライブ配信を行

い、ネットを介した視聴者との質疑応答も予定しております。 

 

記 

１．日時 

 令和 2年 10月 31日（土）午後 3時～4時 

 

２．出演者 

   松丸 亮吾 氏（市川市立新浜小学校出身／謎解きクリエイター） 

 佐藤 昌宏 氏（デジタルハリウッド大学大学院教授） 

 村越 祐民（市川市長） 

 

３．参加方法 

   以下の特設 Webサイトより（事前申込不要） 

   https://peatix.com/event/1655363 

  

以上 

 

（問い合わせ） 

情報政策部 デジタルトランスフォーメーション推進課長 宮崎 美穂   

TEL 047-712-8569 

特設 Webサイト 

2次元コード 



 

令和２年１０月２０日 

 

報道関係者 各位 

市川市企画部長 佐野 滋人 

 

諮問書の提出について 

（市川市総合計画の策定について） 

 

１．日  時      令和２年１０月２３日（金）１４時から 

２．場  所      市川市役所 第１庁舎５階 第１委員会室 

３．出席者(予定)  市川市総合計画審議会委員、市川市長、企画部職員 

４．諮問の概要 

○市川市総合計画 第二次基本計画が令和 2 年度に計画期間満了となる。 

○しかし、価値観が大きく変容していくことが予想される中、次期計画の策定に 

  あたっては、これまでの延長ではなく、目指すべき将来都市像を明らかにし、

適切な施策を盛り込んでいくことが重要である。 

○そこで、諸課題を多面的に検討するため、総合計画審議会から建議等を踏ま

え、おおむね２年程度の見極めの期間を設けることとなった。 

○このため、令和５年度から開始予定の市川市総合計画の策定につき、総合計

画審議会へ諮問するもの。 

 

５．問い合わせ先 市川市 企画部企画課長 佐久間 剛（Tel：047-712-8591） 



 
令和２年１０月２１日 

 

 

報道機関各位 

 

保健部長 鹿倉 信一 

 

 

保健・医療事業への寄附の申し出について 

 

 

市川ライオンズクラブ結成６０周年記念事業として、市川ライオンズクラブ

より新型コロナウイルス感染症対策に係る保健・医療事業への寄附の申し出が

ありましたので、お知らせします。 

   

 

記 

 

 

１．日  時   令和２年１０月２７日（火）１１：００～１１：３０ 

 

２．場  所   市川市役所 第 1庁舎 ４階  秘書課 応接室 

           

３．団    体   市川ライオンズクラブ 

 

４．寄    附   金 １５０万円 

            ※市川市急病診療所に対し、クリーンパーテーション 

１０台購入用として        

 

 

   

【問い合わせ】       

保健部 疾病予防課   

課長  市川 洋介       

☎０４７－３７７－４５１２ 

 



令和 2年 10月 23日 

 

報道関係者 各位 

 

市川市観光部長 関 武彦 

 

市川市観光大使就任について 

 

今年度観光部が新たに創設され、部として「新しい観光資源の創出」や「市川市の魅力 

（セールスポイント）の再発見」を行い、広く市内外に発信していきたいと考えております。 

その中で、観光プロモーションをより積極的に推進していく政策として「観光大使」を 

創設し、この度、市川市観光大使として下記のかたに委嘱することが決定いたしました。 

大使については、市川市の出身で、文化・芸術・芸能といった世界において現役で活躍さ

れているかたであり、市の認知度の向上だけでなく、積極的に関わりをもつ関係人口の増加

にも期待できると考えています。 

 本件につきましては、令和 2年 11月 3日（火）に実施する「オンラインいちかわ市民ま

つり～Ａｃｔ ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ～」の中で発表する予定となっております。就任前で

はございますが、先行して報道関係者の皆様にお知らせいたします。報道解禁は、令和 2年

11月 3日 13時以降としますので、ご留意いただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、委嘱式等は、大使のスケジュールに合わせ、9月 27日に実施しております。 

 

記 

 

１ 氏名 愛月 ひかる 氏 

２ 所属 宝塚歌劇団 

３ 委嘱日 令和 2年 11 月 3日 

 

※就任式の画像データをご希望の場合は、観光政策課までご連絡ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

市川市観光部観光政策課 

課長 生澤 治 

ＴＥＬ：047-711-1688 



令和２年１０月２７日 
 

報道関係者 各位 
市川市教育委員会  
生涯学習部長 永田 治 

 
 

JICA 海外協力隊 2018 年度第２次隊帰国に伴う 
市長表敬訪問について 

 
 
平素は、本市青少年育成行政にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度、市川市在住の隊員１名が JICA 海外協力隊 2018 年度第 2 次隊として

マダガスカル共和国に派遣され、ご活躍の後、本年３月に帰国されました。 
そこで、帰国隊員の帰国報告を兼ねました市長への表敬訪問を行うこととな

りましたので、ご連絡いたします。 
 
 

記 
 
１．日時 

令和２年１１月 ２日（月） １０時００分～１０時３０分 
 
２．場所 
  市川市役所第１庁舎４階 秘書課 応接室 
 
３．訪問者 
  ・鈴木 寿典（すずき ひさのり） 
   【派遣先】マダガスカル共和国 アロチャ・マングル県農業・畜産局 
   【活動内容】コミュニティ開発 
   【派遣期間】2018 年 10 月～2020 年 9 月 
 
以上 
 
 
（問い合わせ） 生涯学習部 青少年育成課長 田中 英一   

担当 室岡 稔  
TEL 047-383-9419 

 



令和２年１０月２９日 

 

市川市 市民部長 市來 均 

報道関係者 各位 

 

 

「街頭防犯カメラ設置に関する企業ボランティア」により 

寄贈を受けた街頭防犯カメラの始動式を行います 
 

 

 本市は、「街頭防犯カメラ設置に関する企業ボランティア」の取り組みにより、市と企業

が協働で市内の街頭防犯カメラを整備することで、安心で安全なまちの実現を目指してお

ります。 

寄贈後の街頭防犯カメラは、警察や地域の皆様の防犯活動との相乗効果により、犯罪の

抑止及び市民の体感治安の向上に貢献しています。 

このたびは、この取り組みによる街頭防犯カメラの寄贈をいただいたことから、下記の

とおり始動式を行うものです。 

なお、式典は同日午前１１時からの自転車マナー向上活動出陣式と合同にて執り行いま

す。 

 

記 

 

１．日時 

令和２年１１月６日（金） 午前１１時１５分から午前１１時３０分まで 

 

２．場所 

市川市市川１丁目１番 JR市川駅北口前〔※雨天時も同場所で開催〕 

 

３．寄 贈 者 

〇株式会社 市川ビル（市川市市川 1丁目 4番 10号） 

代表取締役社長 田平 和精 氏 

      設置場所：市川市市川２丁目１６番１０号地先 

 

 

以上 

 

（問い合わせ） 市民部 市民安全課長 若菜 克彦  TEL 047-334-1129 



 
令和２年１０月２９日 

 

報道機関各位 

 

 

災害時等における支援に関する協定締結式について 
 

 

市内で大規模災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合に、円

滑な人的支援および物的資源の相互協力を図ることを目的に、下記のとおり災

害時支援協定を締結します。 

 

記 

 

１．日   時  令和２年１１月２日（月）１１：００～１１：３０ 

 

２．場   所  市川市役所 第１庁舎４階 秘書課 応接室 

 

３．協定締結先  一般社団法人市川青年会議所 

理事長 藤井 丈 

市川市八幡２丁目５番２号４階 

 

４．協定内容 

（１）支援物資等の調達、募集及び受付 

（２）支援物資等の仕分、輸送及び配給活動 

（３）専門的な知識や技能を活用した総合的な救援活動 

（４）被災状況の情報収集及び情報提供 

（５）上記のほか、両者で協議して定める活動 

 

 

 

【問い合わせ】       

危機管理室 地域防災課   

課長 峠
たお

越
ごし

 稔正      

☎０４７－７０４－００６５ 



令和２年１０月３０日 
福祉部 福祉政策課 

 
 
各報道関係者 様 
 
 

災害時における要配慮者の受入れに関する協定締結式 

 
 
市川市の区域内で大規模な地震や風水害等の災害が発生し、介護を要する高齢者

や障がいのあるかたなどの要配慮者が避難を余儀なくされた場合において、避難施

設として SOMPO ケア株式会社が運営する福祉施設への受け入れに関する協定を締

結するものです。 

 
 
１．件 名  災害時における要配慮者の受入れに関する協定 

 

２．日 時  令和２年１１月５日（木）午前１０時３０分～１１時 

 

３．場 所  市川市役所第一庁舎 ４階 秘書課応接室 
 

４．協定先  SOMPOケア株式会社 
       代表取締役 遠藤 健 
 
５．受入先  そんぽの家市川 
       市川市柏井町１丁目１０７３番地 
 

 
 
 

【問い合わせ】 
福祉部 福祉政策課長 高橋 一三 
電話︓０４７－７１２－８５４６ 
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